
函館圏都市計画用途地域の変更のお知らせ

○　平成23年３月29日付けで下記地区の用途地域が変更になりました。

１　港町２丁目埋立地区
３　入舟町埋立地区
５　上湯川第１地区
７　上湯川第２地区
９　日吉中央通沿道地区

２　海岸町埋立第３地区
４　湯川町１丁目埋立地区
６　戸倉第２地区
８　滝沢地区
※　図中＿/＿は，容積率(%)/建ぺい率(%)を表す

① 第一種低層住居専用地域

 　→ 第二種低層住居専用地域 100/50

② 第一種中高層住居専用地域

 　→ 第二種低層住居専用地域 100/50

③ 第一種中高層住居専用地域

 　→ 第一種低層住居専用地域 100/50

９

①

②③

①・③・④ 第一種低層住居専用地域

　→ 白地 (市街化調整区域 ) 100/50

② 第二種低層住居専用地域

  → 白地 (市街化調整区域 ) 100/50

８

①

②

③

④

第二種住居地域

　→ 白地 (市街化調整区域） 100/50

７

① 第一種中高層住居専用地域

　→ 白地 (市街化調整区域 ) 100/50

②・④ 白地 (市街化調整区域 )

　→ 第一種住居地域 200/60

③ 第一種住居地域

　→ 白地 (市街化調整区域 ) 100/50

６

①②

③
④

①・③・④ 白地 (市街化調整区域）

　→ 第一種中高層住居専用地域 200/60

② 第一種中高層住居専用地域

　 → 白地 (市街化調整区域 ) 200/60

５

①②

③
④

白地 (市街化調整区域 )

 → 第一種住居地域 200/60

４

①・② 白地 (市街化調整区域 )

 → 準工業地域 200/60

３
①

②

白地 (市街化調整区域）

 → 準工業地域 200/60

２

白地 (市街化調整区域 )

 → 工業専用地域 200/60

１

※　詳細は都市計画課窓口でご確認下さい。


